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久留米小郡都市計画特別用途地区の変更 （久留米市決定） 

 

 

都市計画特別用途地区を次のように変更する。 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 

理  由 

都市機能の無秩序な拡散を防止し、都市機能を集約したコンパクトな賑わいあふれるまちづく

りへの転換を図るため、広域的に都市機能やインフラに大きな影響を及ぼす大規模集客施設につ

いて、その立地を制限する特別用途地区（大規模集客施設制限地区）を指定するものである。 

また、公共交通の利便性を活かしたメリハリあるコンパクトな拠点形成や、商業、住居、工業

が混在する地域における住環境の保全を図るため、住居系誘導地区（商業地型）及び住居系誘導

地区（工業地型）を新たに指定するものである。 

 

 

  

 

 

種  類 面 積 備  考 

大規模集客施設制限地区 約 ５３８ｈａ 

久留米小郡都市計画区域内の準工業地域及び

近隣商業地域、商業地域の一部 

スポーツ・レクリエーション地区 

（中央公園地区） 
約 ２４ｈａ  

住居系誘導地区（商業地型） 約 ２９ｈａ 
久留米小郡都市計画区域内の近隣商業地域及

び商業地域の一部 

住居系誘導地区（工業地型） 約 ７０ｈａ 
久留米小郡都市計画区域内の準工業地域の一

部 

合計 約 ６６１ｈａ  



久留米市特別用途地区建築条例案の骨子 

（制限建築物について） 

 

〇目的 

この条例は、建築基準法（以下「法」という。）第 49 条第 1 項の規定に基づき、久留米小郡

都市計画特別用途地区住居系誘導地区（商業地型・工業地型）の区域内における建築物の

建築等を制限することにより、住環境を悪化させる恐れのある建築物の建築が可能な用途地

域内における生活環境を保全することを目的とする。 

 

〇建築物の制限 

適用区域内においては、別表に掲げる建築物を建築してはならない。 

 

 

別表 

特別用途地区 建築してはならない建築物 

住居系誘導地区 

（商業地型） 

(1) 法別表第２（か）項に掲げる建築物 

(2) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分

の床面積の合計が２００平方メートル以上のもの又はナイト

クラブその他これに類する用途で令第１３０条の９の２で定

めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の

合計が２００平方メートル以上のもの（法別表第２（か）項

に掲げる建築物に該当するものを除く。） 

(3) キャバレー、料理店その他これらに類するもの（商業地

域内に限る。） 

(4) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第１

３０条の９の５で定めるもの（商業地域内に限る。） 

(5) 法別表第２（と）項第３号又は第４号（令第１３０条の

９に掲げる表中、「準住居地域」の欄に掲げる数量。）に掲

げるもの 

住居系誘導地区 

（工業地型） 

(1) 法別表第２（か）項に掲げる建築物 

(2) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分

の床面積の合計が２００平方メートル以上のもの又はナイト

クラブその他これに類する用途で令第１３０条の９の２で定



めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の

合計が２００平方メートル以上のもの（法別表第２（か）項

に掲げる建築物に該当するものを除く。） 

(3) キャバレー、料理店その他これらに類するもの 

(4) 法別表第２（と）項第４号（令第１３０条の９に掲げる

表中、「準住居地域」の欄に掲げる数量。）に掲げるもの 

(5) 法別表第２（ぬ）項第３号に掲げるもの 

 


